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● 計画の趣旨 
 

大津市では、「協働のまちづくり推進条例」に基づき、平成 29 年に「大津市協働のまちづくり

推進計画」を策定し、協働のまちづくりを進めるための様々な施策に取り組んできました。 

少子高齢化や世帯構成の変化、ライフスタイルの多様化などにより、地域課題は複雑化し、社

会的孤立など新たな課題も生じています。こうした状況の中で、市民・団体・事業者が対等な立

場で協働し、地域の共助意識を高め、持続可能な地域づくりを進めることが重要です。後期改定

計画では、これまでの取組を検証し、すべての世代が関わり、誇りを持てる「協働のまち・大津」

を目指します。 

■計画期間 

大津市協働のまちづくり推進計画 計画期間：12年（H29～R10） 

   

 

 

● 各主体の役割と協働の体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

前期 

H29～R2 
中期 

R3～R6 
後期（本計画） 

R8～R10 
 

検証・見直し 検証・見直し 

計画期間 

１年延長 

 
市民・市民団体 

市民は、まちづくりの主体として自ら

できることを考え、協働によるまちづ

くりに積極的に参加します。 

市民団体は、地域社会の一員として活

動内容を広く市民に理解してもらい、

参加を得られるよう取り組みます。 

みんなが活躍する 

「協働のまち 大津」 
 

行政は、協働のまちづくりを推進す

るため、必要な施策や支援を行い、

市民公益活動が活発に行われる環境

を整えるとともに、職員の意識向上

や組織改革にも努めます。 

行 政 
 

地域課題の解決のために、自ら

の資源を活用するとともに、地

域社会の一員として協働のまち

づくりに自発的に取り組みま

す。 

事 業 者 

市民・市民団体、事業者及び

行政が、その自主的な行動の

もとに、互いの特性を尊重し

認め合いながら、役割を分担

して課題解決に取り組んでい

ます。 
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● 主要課題 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 施策の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

協働の意識醸成 

●身近で地域活動について知る機会が必要 

●地域活動の必要性を感じながら参加できて

いない層の参加促進が必要 

１ 
地域自治の推進 

●地域自治組織の活発な活動につながる支援が

必要 

●役員の負担軽減と参加しやすい仕組みづくり

が必要 

２ 

視点１ 意識醸成と情報発信 

まちづくり活動への参加意識の醸成 

市民活動を活性化する環境づくり 

●市民団体への効果的な支援が必要 

●市民活動へ参加を促進し、活力あるまちづ

くり活動につなげることが必要 

３ 

多様な主体による連携の促進 

●地域に多様な主体が参画できるようマッチ

ングやネットワーク形成が必要 

●地域課題の解決に向けて連携して取り組む

ことができる仕組みづくりが必要 

４ 

地域組織や中間支援機能の強化 

●地域の実情に合わせた活動基盤の整備が必要 

●持続可能な市民公益活動につなげるための中

間支援機能の充実が必要 

５ 

協働に関する情報発信 

視点２ 市民公益活動の活性化（地域） 

地域活動への参加のきっかけづくり 

地域自治組織への支援 

協働に取り組む市職員の育成 

１ イベントを活用した協働のまちづくりのＰＲ 

２ 各種講座の開催 

３ 市民の意見聴取機会の創出 

１ 多様な方法による市政情報の発信 

２ オープンデータや地域カルテの活用 

３ 協働による取組事例の収集・発信 

１ 市職員の協働への意識醸成 

２ 庁内における協働事例の共有 

１ 地域活動の見える化の促進 

２ 自治会のデジタル化の促進、研修会の実施 

３ 「パワーアップ・地域活動応援事業」の活用促進 

１ 自治会活動の負担軽減に向けての取組支援 

２ 先行学区の取組事例の共有 

３ まちづくり協議会の設立及び運営支援の充実 

４ コミュニティセンターへの移行支援 
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視点３ 市民公益活動の活性化（市民団体） 

誰でも気軽に参加できる 

仕組みづくり 

コーディネート機能の強化 

１ 活動に関する相談支援、情報提供の充実 

２ 市民と市民団体の交流機会の創出 

１ 市民団体同士の連携促進 

２ 市民団体の活動に関する支援の充実 

３ 市民と市民団体とのマッチング 

視点４ 地域・市民団体・事業者・大学等の連携促進 

多様な主体の参画促進 

市民活動センターにおける 

中間支援機能の充実 

１ 各主体と地域とのマッチング機能の強化 

２ 市内高等学校等との連携促進 

３ 大学との協力協定などを通じた連携や取組の推進 

１ 各主体の連携・交流の促進 

２ 情報提供とマッチング機能の充実 

 

視点５ 協働体制の確立 

協働を進める連携体制の充実 １ 組織横断的な庁内連携体制の充実 

２ 大津市協働を進める三者委員会との連携強化 

大津市協働のまちづくり推進計画 

改定計画（後期） 

概 要 版 
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